
          
 

 
 

 
 

 
 

 

宗
教
法
人
「 

 

寺
」
寺
則 

         



              



 
 

 
 

 
 

 

宗

教

法

人

「

 
 

寺

」

寺

則

 

  
第

一

章
 

総

則

 

  

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

寺

院

は

、

親

鸞

聖

人

を

宗

祖

と

仰

ぎ

、

浄

土

真

宗

の

教

義

を

ひ

ろ

め

、

法

要

儀

式

を

行

い

、

及

び

こ

の

寺

院

に

属

す

る

僧

侶

、

門

徒

そ

の

他

の

信

者

を

教

化

育

成

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

、

そ

の

他

こ

の

寺

院

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

の

業

務

及

び

礼

拝

の

施

設

な

ど

の

財

産

の

維

持

管

理

を

行

う

。

 

 

（

名

称

）

 

第

二

条

 

こ

の

寺

院

は

、

宗

教

法

人

法

に

よ

る

宗

教

法

人

で

あ

っ

て

「

 
 

寺

」

と

い

い

、

そ

の

法

人

規

則

を

「

寺

則

」

と

い

う

。

 

 

（

事

務

所

の

所

在

地

）

 

第

三

条

 

こ

の

寺

院

は

、

事

務

所

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

置

く

。

 

 

（

包

括

団

体

）

 

第

四

条

 

こ

の

寺

院

を

包

括

す

る

宗

教

団

体

は

、

宗

教

法

人

「

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

」

（

以

下

「

宗

派

」

と

い

う

。

）

と

す

る

。

 

 



 
（

公

告

の

方

法

）

 
第

五

条
 

こ

の

寺

院

の

公

告

は

、

本

堂

（

事

務

所

）

の

掲

示

場

に

十

日

間

掲

示

し

て

行

う

。
 

 

（

宗

派

及

び

本

山

の

護

持

並

び

に

規

則

の

遵

守

）

 

第

六

条

 
こ

の

寺

院

及

び

こ

の

寺

院

に

属

す

る

僧

侶

は

、

宗

派

及

び

そ

の

本

山

た

る

本

願

寺

（

以

下

「

本

山

」

と

い

う

。

）

を

永

世

護

持

し

、

宗

制

、

宗

法

及

び

宗

規

そ

の

他

の

規

則

を

遵

守

し

、

賦

課

金

を

宗

派

に

納

め

る

義

務

を

負

う

。

 

  

第

二

章

 

役

員

そ

の

他

の

機

関

 

  
 

 

第

一

節

 

代

表

役

員

及

び

責

任

役

員

 

 

（

員

数

）

 

第

七

条

 

こ

の

寺

院

に

は

、

 

人

の

責

任

役

員

を

置

き

、

そ

の

う

ち

一

人

を

代

表

役

員

と

す

る

。

 

 

（

代

表

役

員

の

資

格

及

び

任

命

）

 

第

八

条

 

代

表

役

員

は

、

こ

の

寺

院

の

住

職

を

も

つ

て

充

て

る

。

 

２

 

住

職

は

、

こ

の

寺

院

に

属

す

る

教

師

の

う

ち

か

ら

、

こ

の

寺

院

が

申

請

し

た

者

に

つ

い

て

、

総

長

の

申

達

を

経

て

、

門

主

が

任

命

し

、

寺

務

を

主

宰

す

る

。

 



 
（

住

職

代

務

）

 
第

九

条
 

住

職

が

、

死

亡

そ

の

他

の

事

由

に

よ

っ

て

欠

け

た

場

合

又

は

病

気

そ

の

他

の

事

由

に

よ

っ

て

相

当

の

期

間

職

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

に

お

い

て

、

後

任

住

職

の

任

命

の

申

請

を

す

る

こ

と

が

困

難

な

と

き

は

、

住

職

代

務

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

２

 

住

職

代

務

は

、

教

師

の

う

ち

か

ら

、

こ

の

寺

院

の

申

請

し

た

者

に

つ

い

て

、

総

長

が

任

命

し

、

そ

の

任

期

は

二

年

と

す

る

。

 

３

 

住

職

代

務

は

、

住

職

に

代

っ

て

そ

の

職

務

の

全

部

を

行

い

、

そ

の

置

く

べ

き

事

由

が

な

く

な

っ

た

と

き

は

、

当

然

そ

の

職

を

退

く

も

の

と

す

る

。

 

 

（

責

任

役

員

の

資

格

及

び

任

命

）

 

第

十

条

 

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

の

う

ち

か

ら

、

住

職

の

申

請

し

た

者

に

つ

い

て

、

総

長

が

任

命

す

る

。

但

し

、

そ

の

う

ち

少

な

く

と

も

一

人

は

、

第

四

号

に

該

当

す

る

者

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

一

 

副

住

職

 

 
 

二

 

住

職

で

あ

っ

た

者

（

他

の

寺

院

に

属

す

る

者

を

除

く

。

）

 

 
 

三

 

寺

族

 

 
 

四

 

門

徒

の

う

ち

か

ら

門

徒

総

代

が

選

ん

だ

者

 

２

 

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

が

、

前

項

各

号

に

定

め

る

該

当

資

格

を

失

つ

た

と

き

は

、

退

任

し

た

も

の

と

す

る

。

 



 
（

代

表

役

員

及

び

責

任

役

員

の

職

務

権

限

）

 
第

十

一

条

 

代

表

役

員

は

、

こ

の

寺

院

を

代

表

し

、

そ

の

事

務

を

総

理

す

る

。

 

２

 
こ

の

寺

院

の

事

務

は

、

責

任

役

員

の

定

数

の

過

半

数

で

決

し

、

そ

の

責

任

役

員

の

議

決

権

は

各

々

平

等

と

す

る

。

 

３

 

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

は

、

こ

の

寺

院

の

事

務

の

決

定

に

加

わ

る

ほ

か

、

代

表

役

員

を

補

佐

し

て

、

寺

門

の

護

持

発

展

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

代

表

役

員

及

び

責

任

役

員

は

、

退

任

又

は

任

期

満

了

の

後

で

も

、

後

任

者

又

は

代

務

者

が

任

命

さ

れ

る

時

ま

で

、

な

お

そ

の

職

務

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

 

（

責

任

役

員

の

任

期

）
 

第

十

二

条

 

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

の

任

期

は

、

四

年

と

す

る

。

但

し

、

再

任

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

補

欠

に

よ

っ

て

、

就

任

し

た

責

任

役

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

 

 

（

特

命

の

住

職

及

び

住

職

代

務

）
 

第

十

三

条

 

住

職

が

、

死

亡

そ

の

他

の

事

由

に

よ

っ

て

欠

け

た

場

合

に

お

い

て

、

後

任

住

職

の

任

命

の

申

請

が

で

き

な

い

と

き

、

又

は

住

職

代

務

を

置

く

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

、

若

し

く

は

住

職

又

は

住

職

代

務

に

寺

院

の

管

理

上

不

適

任

と

認

め

ら

れ

る

事

由

が

あ

る

と

き

は

、

総

長

が

特

命

す

る

住

職

又

は

住

職

代

務

を

置

く

。

 

２

 

前

項

の

規

定

は

、

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

 



 
 

 

第

二

節

 

代

 

務

 

者

 

 
（

置

く

べ

き

場

合

）

 

第

十

四

条
 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

代

務

者

を

置

く

。

 

 

一

 
代

表

役

員

又

は

責

任

役

員

が

死

亡

そ

の

他

の

事

由

に

よ

っ

て

欠

け

た

場

合

に

お

い

て

、

速

や

か

に

そ

の

後

任

者

を

選

ぶ

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

。

 

 

二

 

代

表

役

員

又

は

責

任

役

員

が

病

気

そ

の

他

の

事

由

に

よ

っ

て

三

か

月

以

上

そ

の

職

務

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

。

 

 

（

資

格

及

び

選

任

）
 

第

十

五

条

 

代

表

役

員

の

代

務

者

は

、

こ

の

寺

院

の

住

職

代

務

を

も

っ

て

充

て

る

。

但

し

、

特

別

の

事

情

が

あ

る

場

合

は

、

第

十

条

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

か

ら

、

責

任

役

員

の

選

定

し

た

者

に

つ

い

て

、

代

表

役

員

の

代

務

者

の

任

命

を

総

長

に

申

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

代

表

役

員

以

外

の

責

任

役

員

の

代

務

者

は

、

第

十

条

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

か

ら

、

住

職

が

申

請

し

た

者

に

つ

い

て

、

総

長

が

任

命

す

る

。

 

 

（

職

務

権

限

）

 

第

十

六

条

 

代

務

者

は

、

代

表

役

員

又

は

責

任

役

員

に

代

っ

て

そ

の

職

務

権

限

の

全

部

を

行

う

。

 

 



 
（

退

職

）

 
第

十

七

条

 

代

務

者

は

、

そ

の

置

く

べ

き

事

由

が

な

く

な

っ

た

と

き

は

当

然

そ

の

職

を

退

く

も

の

と

す

る

。

 

  
 

 

第

三

節
 

仮

代

表

役

員

及

び

仮

責

任

役

員

 

 

（

仮

代

表

役

員

及

び

仮

責

任

役

員

）

 

第

十

八

条

 

代

表

役

員

は

、

こ

の

寺

院

と

利

益

が

相

反

す

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

代

表

権

を

有

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

こ

の

寺

院

が

所

在

す

る

教

区

の

教

務

所

長

又

は

教

務

所

長

の

指

名

す

る

者

が

、

仮

代

表

役

員

と

な

り

、

こ

の

寺

院

を

代

表

す

る

。

 

２

 

責

任

役

員

は

、

そ

の

責

任

役

員

と

特

別

の

利

害

関

係

が

あ

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

議

決

権

を

有

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

議

決

権

を

有

す

る

者

の

員

数

が

、

責

任

役

員

の

定

数

の

過

半

数

に

満

た

な

い

こ

と

と

な

っ

た

と

き

は

、

代

表

役

員

は

、

そ

の

過

半

数

に

達

す

る

ま

で

の

員

数

以

上

の

仮

責

任

役

員

を

選

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

職

務

）

 

第

十

九

条

 

仮

代

表

役

員

及

び

仮

責

任

役

員

は

、

該

当

事

項

に

つ

い

て

、

代

表

役

員

及

び

責

任

役

員

に

代

っ

て

そ

の

職

務

を

行

う

。
 

  



 
 

 

第

四

節

 

門

徒

総

代

等

 

 
（

選

任

、

任

期

及

び

職

務

権

限

）

 

第

二

十

条
 

こ

の

寺

院

の

諮

問

機

関

と

し

て

、

門

徒

総

代

 
 

人

を

置

く

。

 

２

 

門

徒

総

代

は

、

こ

の

寺

院

の

門

徒

の

う

ち

か

ら

、

衆

望

の

帰

す

る

者

に

つ

い

て

、

住

職

が

委

嘱

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

門

徒

総

代

た

る

べ

き

者

の

選

定

方

法

に

つ

い

て

、

責

任

役

員

が

決

定

し

た

規

定

が

あ

る

と

き

は

、

住

職

は

、

そ

の

規

定

に

従

っ

て

、

門

徒

総

代

を

委

嘱

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

門

徒

総

代

の

任

期

は

、

四

年

と

す

る

。

但

し

、

再

任

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

門

徒

総

代

は

、

こ

の

寺

則

に

定

め

る

職

務

権

限

を

行

う

ほ

か

、

住

職

を

補

佐

し

て

、

寺

門

の

護

持

発

展

に

努

め

、

そ

の

諮

問

に

応

じ

て

意

見

を

具

申

す

る

｡
 

 

（

解

任

）

 

第

二

十

一

条

 

門

徒

総

代

が

、

そ

の

職

務

の

執

行

に

当

り

、

正

し

く

な

い

行

為

の

あ

つ

た

と

き

は

、

住

職

は

責

任

役

員

の

過

半

数

の

同

意

を

得

て

、

解

任

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

そ

の

他

の

機

関

）

 

第

二

十

二

条

 

こ

の

寺

院

に

は

、

門

徒

総

代

の

ほ

か

、

必

要

に

応

じ

て

、

顧

問

、

参

与

、

世

話

係

そ

の

他

の

機

関

を

設

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

前

条

の

規

定

は

、

前

項

の

機

関

の

職

に

あ

る

者

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

 



第

三

章

 

門

徒

 

  

（

門

徒

）

 

第

二

十

三

条
 

第

一

条

に

掲

げ

る

目

的

を

遵

奉

し

て

、

本

山

に

帰

向

し

、

こ

の

寺

院

に

帰

属

す

る

者
(

僧

侶

及

び

寺

族

を

除

く

。

)

で

、

こ

の

寺

院

備

付

の

門

徒

名

簿

に

登

録

さ

れ

た

も

の

を

こ

の

寺

院

の

門

徒

と

す

る

。

 

２

 

門

徒

名

簿

の

登

録

又

は

抹

消

は

、

本

人

の

申

出

に

よ

っ

て

住

職

が

行

い

、

住

職

は

、

そ

の

旨

を

総

局

に

届

け

出

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

責

務

）

 

第

二

十

四

条

 

門

徒

は

、

宗

派

及

び

本

山

並

び

に

こ

の

寺

院

の

護

持

発

展

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

門

徒

は

、

責

任

役

員

の

決

定

に

従

い

、

こ

の

寺

院

の

護

持

発

展

に

必

要

な

経

費

を

負

担

す

る

も

の

と

す

る

。

但

し

、

特

別

の

法

要

儀

式

そ

の

他

重

要

な

事

項

に

関

す

る

経

費

の

負

担

は

、

責

任

役

員

が

、

門

徒

総

代

の

意

見

を

聞

い

て

決

定

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

所

属

の

廃

止

）

 

第

二

十

五

条

 

門

徒

が

、

こ

の

寺

院

の

所

属

を

離

れ

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

書

面

で

、

そ

の

旨

を

住

職

に

届

け

出

る

も

の

と

す

る

。

 

 



 
（

門

徒

名

簿

の

削

除

）

 
第

二

十

六

条

 

門

徒

が

、

そ

の

本

分

に

そ

む

い

た

と

き

は

、

住

職

は

、

責

任

役

員

の

過

半

数

の

同

意

を

得

て

、

門

徒

名

簿

か

ら

削

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

  

第

四

章

 
財

務
 

  

（

財

産

の

区

分

）

 

第

二

十

七

条

 

こ

の

寺

院

の

財

産

は

、

特

別

財

産

、

基

本

財

産

及

び

運

用

財

産

と

し

、

代

表

役

員

が

こ

れ

を

管

理

す

る

。

 

２

 

特

別

財

産

は

、

次

に

掲

げ

る

財

産

と

す

る

。

 

 

一

 

本

尊

、

影

像

そ

の

他

礼

拝

の

対

象

と

な

る

有

体

物

 

 

二

 

法

物

 

３

 

基

本

財

産

は

、

次

に

掲

げ

る

財

産

と

す

る

。

 

 

一

 

不

動

産

 

 

二

 

宝

物

 

 

三

 

基

本

財

産

と

し

て

指

定

寄

附

を

受

け

た

有

価

証

券

、

現

金

そ

の

他

の

動

産

 

 

四

 

基

本

財

産

に

編

入

す

る

こ

と

を

決

定

し

た

有

価

証

券

、

現

金

そ

の

他

の

動

産

 

４

 

運

用

財

産

は

、

次

に

掲

げ

る

財

産

と

す

る

。

 



 
一

 

懇

志

 

 
二

 

基

本

財

産

か

ら

生

ず

る

果

実

 

 

三

 
特

別

財

産

及

び

基

本

財

産

以

外

の

財

産

並

び

に

雑

収

入

 

５

 

特

別

財

産

及

び

基

本

財

産

の

設

定

及

び

変

更

は

、

責

任

役

員

の

決

定

を

経

て

、

代

表

役

員

が

行

う

。

 

（

財

産

の

処

分

等

）

 

第

二

十

八

条

 
こ

の

寺

院

が

、

次

に

掲

げ

る

行

為

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

門

徒

総

代

に

諮

問

し

、

そ

の

行

為

の

少

な

く

と

も

一

か

月

前

に

、

門

徒

そ

の

他

の

利

害

関

係

人

に

対

し

、

そ

の

行

為

の

要

旨

を

示

し

て

そ

の

旨

を

公

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

第

三

号

か

ら

第

五

号

ま

で

に

掲

げ

る

行

為

が

緊

急

の

必

要

に

基

づ

く

も

の

で

あ

り

、

又

は

軽

微

の

も

の

で

あ

る

場

合

及

び

第

五

号

に

掲

げ

る

行

為

が

一

時

の

期

間

に

か

か

る

も

の

で

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

一

 

不

動

産

又

は

財

産

目

録

に

掲

げ

る

宝

物

を

処

分

し

、

又

は

担

保

に

供

す

る

こ

と

。

 

二

 

借

入

（

当

該

会

計

年

度

の

収

入

で

償

還

す

る

一

時

の

借

入

を

除

く

。

)

又

は

保

証

す

る

こ

と

。

 

三

 

主

要

な

境

内

建

物

の

新

築

、

改

築

、

増

築

、

移

築

、

除

却

又

は

著

し

い

模

様

替

を

す

る

こ

と

。

 

四

 

境

内

地

の

著

し

い

模

様

替

を

す

る

こ

と

。

 

五

 

主

要

な

境

内

建

物

の

用

途

若

し

く

は

境

内

地

の

用

途

を

変

更

し

、

又

は

こ

れ

ら



を

寺

院

の

教

義

の

宣

布

、

法

要

儀

式

の

執

行

及

び

信

者

の

教

化

育

成

以

外

の

目

的

の

た

め

に

供

す

る

こ

と

。

 

２

 
こ

の

寺

院

の

境

内

地

及

び

境

内

建

物

そ

の

他

の

重

要

な

財

産

を

処

分

し

、

又

は

担

保

に

供

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

総

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

災

害

の

届

出

）

 

第

二

十

九

条

 
こ

の

寺

院

の

不

動

産

そ

の

他

の

重

要

財

産

が

火

災

そ

の

他

の

災

害

に

よ

つ

て

滅

失

し

た

と

き

は

、

代

表

役

員

は

、

そ

の

状

況

を

速

や

か

に

総

長

に

届

け

出

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

財

産

目

録

の

作

成

）
 

第

三

十

条

 

こ

の

寺

院

の

財

産

目

録

は

、

毎

会

計

年

度

終

了

後

三

か

月

以

内

に

作

成

し

、

門

徒

総

代

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

経

費

の

支

弁

）

 

第

三

十

一

条

 

こ

の

寺

院

の

毎

会

計

年

度

に

お

け

る

経

費

は

、

運

用

財

産

を

も

つ

て

支

弁

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

予

算

の

編

成

）

 

第

三

十

二

条

 

こ

の

寺

院

の

毎

会

計

年

度

に

お

け

る

す

べ

て

の

収

入

及

び

支

出

は

、

会

計

年

度

開

始

前

に

予

算

に

編

成

し

、

門

徒

総

代

に

諮

問

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

予

算

は

、

歳

入

の

性

質

及

び

歳

出

の

目

的

を

明

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

必

要

に

よ

り

、

経

常

部

及

び

臨

時

部

に

分

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 



３
 

予

算

超

過

又

は

予

算

外

の

支

出

に

充

て

る

た

め

に

、

予

算

中

に

予

備

費

を

設

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 
予

備

費

を

使

用

す

る

と

き

は

、

門

徒

総

代

に

諮

問

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

補

正

予

算

）

 

第

三

十

三

条
 

予

算

編

成

後

に

、

や

む

を

得

な

い

事

由

が

生

じ

た

と

き

は

、

門

徒

総

代

に

諮

問

し

、

補

正

予

算

を

編

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

特

別

会

計

の

設

定

）

 

第

三

十

四

条

 

特

別

の

目

的

に

充

て

、

又

は

特

別

の

業

務

若

し

く

は

事

業

を

行

う

た

め

に

、

特

別

会

計

を

設

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

決

算

の

作

成

）

 

第

三

十

五

条

 

決

算

は

、

毎

会

計

年

度

終

了

後

三

か

月

以

内

に

作

成

し

、

門

徒

総

代

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

 

（

決

算

剰

余

及

び

予

算

外

収

入

の

処

分

）

 

第

三

十

六

条

 

毎

会

計

年

度

に

お

い

て

、

決

算

に

剰

余

を

生

じ

た

と

き

、

又

は

予

算

外

に

特

別

の

収

入

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

そ

の

翌

年

度

の

歳

入

に

繰

り

入

れ

、

又

は

門

徒

総

代

に

諮

問

し

、

そ

の

一

部

又

は

全

部

を

基

本

財

産

に

繰

り

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

会

計

年

度

）

 

第

三

十

七

条

 

こ

の

寺

院

の

会

計

年

度

は

、

毎

年

四

月

一

日

に

始

ま

り

、

翌

年

三

月

三



十

一

日

に

終

る

も

の

と

す

る

。

 

  
第

五

章
 

補

 

則

 

  

（

寺

則

の

変

更

）

 

第

三

十

八

条

 
こ

の

寺

則

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

門

徒

総

代

に

諮

問

し

、

責

任

役

員

の

三

分

の

二

以

上

の

多

数

の

議

決

を

経

、

総

長

の

承

認

を

得

た

後

、

所

轄

庁

に

認

証

の

申

請

を

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

寺

院

の

移

転

、

合

併

及

び

解

散

）

 

第

三

十

九

条

 

前

条

の

規

定

は

、

こ

の

寺

院

が

移

転

、

合

併

及

び

解

散

し

よ

う

と

す

る

場

合

に

準

用

す

る

。

 

 

（

残

余

財

産

の

帰

属

）

 

第

四

十

条

 

こ

の

寺

院

が

解

散

し

た

と

き

は

、

そ

の

残

余

財

産

は

、

解

散

の

時

に

お

い

て

責

任

役

員

の

三

分

の

二

以

上

の

同

意

に

よ

っ

て

選

定

さ

れ

た

者

に

帰

属

す

る

。

 

 

（

宗

派

の

規

則

の

効

力

）

 

第

四

十

一

条

 

宗

会

又

は

常

務

委

員

会

の

議

決

を

経

た

宗

派

の

規

則

及

び

そ

の

委

任

に

基

づ

い

て

制

定

さ

れ

た

規

則

中

、

こ

の

寺

院

に

関

係

が

あ

る

事

項

に

関

す

る

規

定

は

、

こ

の

寺

院

に

つ

い

て

も

、

そ

の

効

力

を

有

す

る

。

 



（

解

釈

規

定

）

 
第

四

十

二

条

 

こ

の

寺

則

の

い

か

な

る

規

定

も

、

こ

の

寺

院

の

役

員

そ

の

他

の

機

関

の

職

に

あ

る

者

に

対

し

、

こ

の

寺

院

の

教

義

、

信

仰

そ

の

他

宗

教

上

の

機

能

又

は

行

持

等

に

つ

い

て

、

い

か

な

る

支

配

権

そ

の

他

の

権

限

も

与

え

る

も

の

と

解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

。
 

     
 

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

寺

則

は

、

こ

の

寺

院

の

設

立

の

登

記

を

し

た

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

寺

則

施

行

の

際

現

に

存

す

る

住

職

、

寺

族

、

門

徒

総

代

及

び

門

徒

た

る

者

は

、

そ

れ

ぞ

れ

こ

の

寺

則

に

よ

る

住

職

、

寺

族

、

門

徒

総

代

及

び

門

徒

と

み

な

す

。

但

し

、

任

期

が

あ

る

者

に

つ

い

て

は

、

従

前

の

規

定

に

よ

り

、

従

前

就

任

日

か

ら

起

算

す

る

。

 

３

 

こ

の

寺

則

施

行

当

初

の

代

表

役

員

及

び

そ

の

他

の

責

任

役

員

は

、

左

の

通

り

と

す

る

。

 

 
 

代

表

役

員

 
 

 
 

責

任

役

員

 
 

 
 

責

任

役

員

 
 


